
子 ど も た ち の 健 康 を 守 る た め に

を助成します

 令和７年１２月～
対象拡大

卒煙を希望する
満２０歳以上の足立区民
※治療開始前に区への登録申請が必要です。

健康保険が適用される治療の自己負担分（一般的に１万3千円～ 2万円）を助成します。
※有効期間（登録日から１年）内に治療を終えた方に限ります。

※令和7年１２月から、「１８歳未満の子どもと同居する保護者もしくは、妊婦およびそのパートナー」という条件を除外。
　あわせて、助成を受けるための有効期間を新たに設定。

上限２万円

子どもたちの健康を守るために
卒煙したい方を応援します。



子どもの健康を守る卒煙チャレンジ支援事業

数日後

食事がより美味しく！

１か月後
咳やたんが改善！

１年後
肺機能が改善！

１０年以上

咽頭がんのリスクが60％、
肺がんのリスクが70％低下！

登 録

申込み書類を区へ提出、
もしくはホームページ
から申込み。
区の審査後、登録完了。

治 療

登録完了後、区内の指定
医療機関で治療を開始。

申 請

全ての治療を終えた
ら、助成金申請書を
区へ提出。

交 付

区が確認後、禁煙
治療での自己負担
費用が振り込まれ
ます。

卒 煙

卒 煙

助 成

　医療機関で行う治療には、標準的に12週間で計5回の受診が必要です。
　治療は、薬の処方や検査、アドバイスなどです。薬には、ニコチンパッチ（貼り薬）や、
飲み薬があり、ニコチン切れのイライラや不安、集中力の低下などを和らげる効果が
あります。薬を使うと、約1.6倍～ 2.3倍も卒煙の成功率が高まります。
　ただし、妊娠中や授乳中は薬が使用できないため、医師からのアドバイスが主な治
療となります。

ってどんな治療なの？

を始めると
　自分にもメリットが！

の流れ

足 立 区

※有効期間あり（登録日から１年以内に治療終了）
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